
JP 2016-532374 A 2016.10.13

(57)【要約】
　説明されるワイヤレス通信ネットワークの例において
、処理リソース（２３０）が、周期的時分割複信（ＴＤ
Ｄ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）再コン
フィギュレーションウィンドウに対する時間間隔を判定
するように、動的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ割当変更を示すた
めにＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを生
成するように、及び、物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）データにおいてＵＬ／ＤＬ再コンフィギュ
レーションコマンドを符号化するように構成される。無
線フロントエンド（ＲＦ）インタフェース（２２０）が
、処理リソースに結合され、符号化されたＵＬ／ＤＬ再
コンフィギュレーションコマンドを、ＵＬ／ＤＬ再コン
フィギュレーションウィンドウの第１のＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションウィンドウにおいて複数のワイヤ
レスユーザ機器（ＵＥ）の第１のワイヤレスＵＥに送信
させるように構成される。符号化されたＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションコマンドは、高速ＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ再コンフィギュレーションを提供するためにＰＤＣ
ＣＨを介して送信される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて用いる装置であって、前記装置が、
　処理リソースと、
　前記処理リソースに結合される無線周波数（ＲＦ）インタフェースと、
　を含み、
　前記処理リソースが、
　周期的時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）再コンフィギ
ュレーションウィンドウに対する時間間隔を判定するように、及び
　動的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ割当変更を示すためにＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコ
マンドを生成するように、及び
　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）データにおいて前記ＵＬ／ＤＬ再コンフ
ィギュレーションコマンドを符号化するように、
　構成され、
　前記ＲＦインタフェースが、前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコ
マンドを、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウの第１のＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションウィンドウにおいて、複数のワイヤレスユーザ機器（ＵＥ）の第１
のワイヤレスＵＥに送信させるように構成され、前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィ
ギュレーションコマンドが、高速ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを提供す
るようにＰＤＣＣＨを介して送信される、
　装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、各ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウが
少なくとも１つの無線フレームを含む、装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置であって、前記ＲＦインタフェースが更に、伝送信頼性を改善す
るために、前記第１のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウにおいて、前記符
号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドの前記送信を反復するように構
成される、装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドが、前記第１のＵＬ／ＤＬ再コンフ
ィギュレーションウィンドウに続く前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウ
の第２のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコ
ンフィギュレーションを示すコンフィギュレーション値を含み、
　前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションが、無線フレームにおける各サブフレ
ームに対する伝送方向を提供し、
　前記処理リソースが更に、前記第２のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウ
の開始において、前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ割当を適用するように構成される、
　装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の装置であって、
　前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを符号化するために、前記処理リソ
ースが更に、
　前記コンフィギュレーション値をＤＣＩフォーマットに従ってダウンリンク制御情報（
ＤＣＩ）メッセージにおいて符号化するように、及び
　前記ＤＣＩメッセージに対する巡回冗長検査（ＣＲＣ）を生成するように、及び、
　前記ＣＲＣをＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション特定無線ネットワーク一時
的識別子（ＴＤＤ－ＲＮＴＩ）値によってスクランブルするように、
　構成され、
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　前記ＰＤＣＣＨが、前記複数のＵＥに共通の物理層制御信号を搬送する共通制御部分を
含み、
　前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信するために、前
記ＲＦインタフェースが更に、前記ＰＤＣＣＨの前記共通制御部分において前記ＤＣＩメ
ッセージを送信するように構成され、
　前記ＴＤＤ－ＲＮＴＩが、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを、前記
ＰＤＣＣＨの前記共通制御部分における他の制御信号から差別化する、
　装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置であって、前記ＤＣＩフォーマットが、第３世代パートナーシッ
ププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ＤＣＩフォーマッ
ト１Ａペイロードサイズ、又は３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣＩフォーマット１Ｃペイロードサ
イズに等しいペイロードサイズを含み、前記コンフィギュレーション値が約３ビットの長
さを含む、装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置であって、前記ＲＦインタフェースが更に、複数のコンポーネン
トキャリア（ＣＣ）の第１のＣＣ及び前記複数のＣＣの第２のＣＣで、前記第１のＵＥと
通信するように構成され、前記第１のＣＣが一次的サービングセル（ＰＣｅｌｌ）に関連
付けられ、前記第２のＣＣが二次的サービングセル（ＳＣｅｌｌ）に関連付けられ、前記
ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドが、前記ＰＣｅｌｌに対する第１のＵＬ／
ＤＬコンフィギュレーション、及び前記ＳＣｅｌｌに対する第２のＵＬ／ＤＬコンフィギ
ュレーションを含み、前記ＰＤＣＣＨが前記ＰＣｅｌｌに関連付けられる、装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置であって、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを
符号化するために、前記処理リソースが更に、
　前記第１のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを、ＤＣＩフォーマットに従って第１の
ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセージにおいて符号化するように、及び
　前記第２のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを、前記ＤＣＩフォーマットに従って第
２のＤＣＩメッセージにおいて符号化するように、
　構成され、
　前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信するために、前
記ＲＦインタフェースが更に、前記第１のＤＣＩメッセージ及び前記第２のＤＣＩメッセ
ージを、異なるＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションスケジュールで、前記ＰＤＣＣＨの
共通制御部分において送信させるように構成される、
　装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の装置であって、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを
符号化するために、前記処理リソースが更に、
　前記第１のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションをダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッ
セージの第１のフィールドにおいて符号化するように、及び
　前記第２のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを前記ＤＣＩメッセージの第２のフィー
ルドにおいて符号化するように、
　構成され、
　前記第１のフィールドが前記ＰＣｅｌｌに対応し、前記第２のフィールドが前記ＳＣｅ
ｌｌに対応し、
　前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信するために、前
記ＲＦインタフェースが更に、前記ＤＣＩメッセージを、前記ＰＤＣＣＨの共通制御部分
において送信させるように構成される、
　装置。
【請求項１０】



(4) JP 2016-532374 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

　請求項７に記載の装置であって、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを
符号化するために、前記処理リソースが更に、
　前記第１のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メ
ッセージの第１のフィールドにおいて符号化するように、及び、
　前記第２のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを、前記ＤＣＩメッセージの第２のフ
ィールドにおいて符号化するように、
　構成され、
　前記第１のフィールドが前記第１のＣＣに対応し、前記第２のフィールドが前記第２の
ＣＣに対応し、
　前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信するために、前
記ＲＦインタフェースが更に、前記ＤＣＩメッセージを、前記ＰＤＣＣＨの共通制御部分
において送信させるように構成される、
　装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の装置であって、前記ＵＬ／ＤＬ割当変更が、前記第１のＵＥを受け持
つ二次的サービングセル（ＳＣｅｌｌ）に関連付けられ、前記ＰＤＣＣＨが前記ＳＣｅｌ
ｌに関連付けられ、前記ＰＤＣＣＨが、特定のＵＥに対する物理層制御を搬送するＵＥ特
定制御部分を含み、前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドが前
記ＰＤＣＣＨの前記ＵＥ特定制御部分において送信される、装置。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて、動的時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウ
ンリンク（ＵＬ／ＤＬ）割当変更をシグナリングする方法であって、前記方法が、
　周期的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウに対する時間間隔を判
定すること、
　前記動的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ割当変更を示すためにＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーショ
ンコマンドを生成すること、
　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）データにおいて前記ＵＬ／ＤＬ再コンフ
ィギュレーションを符号化すること、及び
　高速ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを提供するために、前記符号化され
たＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレー
ションウィンドウの第１のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウにおいて、複
数のワイヤレスユーザ機器（ＵＥ）の第１のワイヤレスＵＥに、ＰＤＣＣＨを介して送信
すること、
　を含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、各ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウ
ィンドウが少なくとも１つの無線フレームを含み、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーシ
ョンコマンドが、無線フレームにおける各サブフレームに対する伝送方向を含むＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを示すコンフィギュレーション値を含み、
　前記方法が更に、前記第１のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウに続く前
記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウの第２のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレ
ーションウィンドウにおいて、前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを適用す
ることを含む、
　方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンド
を符号化することが、
　前記コンフィギュレーション値をＤＣＩフォーマットに従ってダウンリンク制御情報（
ＤＣＩ）メッセージにおいて符号化すること、
　前記ＤＣＩメッセージに対する巡回冗長検査（ＣＲＣ）を生成すること、及び、



(5) JP 2016-532374 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

　前記ＣＲＣをＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション特定無線ネットワーク一時
的識別子（ＴＤＤ－ＲＮＴＩ）値によってスクランブルすること、
　を含み、
　前記ＰＤＣＣＨが、前記複数のＵＥに共通の物理層制御信号を搬送する共通制御部分を
含み、前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信することが
、前記ＤＣＩメッセージを前記ＰＤＣＣＨの前記共通制御部分において送信することを含
み、前記ＴＤＤ－ＲＮＴＩが、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを、前
記共通制御部分における他の共通制御信号から差別化する、
　方法。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の方法であって、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンド
が、
　前記第１のＵＥを受け持つ一次的サービングセル（ＰＣｅｌｌ）の第１のコンポーネン
トキャリア（ＣＣ）に対する第１のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションと、
　前記第１のＵＥを受け持つ二次的サービングセル（ＳＣｅｌｌ）での第２のＣＣに対す
る第２のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションと、
　を含み、前記ＰＤＣＣＨが前記ＰＣｅｌｌに関連付けられる、方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを符号化することが、
　前記第１のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フ
ォーマットに従って第１のＤＣＩメッセージにおいて符号化すること、及び
　前記第２のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを、前記ＤＣＩフォーマットに従って第
２のＤＣＩメッセージにおいて符号化すること、
　を含み、
　前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信することが、
　前記第１のＤＣＩメッセージを、前記ＰＤＣＣＨの共通制御部分において第１のスケジ
ュールに従って送信すること、及び
　前記第２のＤＣＩメッセージを、前記ＰＤＣＣＨの前記共通制御部分において第２のス
ケジュールに従って送信すること、
　を含み、
　前記第１のスケジュール及び前記第２のスケジュールが、異なる周期性、無線フレーム
の開始に関する異なるサブフレームオフセット、又はそれらの組み合わせを含む、
　方法。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の方法であって、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンド
を符号化することが、
　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセージの第１のフィールドにおいて、前記第１の
ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを符号化することであって、前記第１のフィールドが
前記ＰＣｅｌｌに対応すること、及び
　前記ＤＣＩメッセージの第２のフィールドにおいて、前記第２のＵＬ／ＤＬコンフィギ
ュレーションを符号化することであって、前記第２のフィールドが前記ＳＣｅｌｌに対応
すること、
　を含み、
　前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信することが、前
記ＰＤＣＣＨの共通制御部分において前記ＤＣＩメッセージを送信することを含む、
　方法。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の方法であって、前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンド
を符号化することが、



(6) JP 2016-532374 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセージの第１のフィールドにおいて、前記第１の
ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを符号化することであって、前記第１のフィールドが
前記第１のＣＣに対応すること、及び、
　前記ＤＣＩメッセージの第２のフィールドにおいて、前記第２のＵＬ／ＤＬ再コンフィ
ギュレーションを符号化することであって、前記第２のフィールドが前記第２のＣＣに対
応すること、
　を含み、
　前記ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信することが、前記ＰＤＣＣＨ
の共通制御部分において前記ＤＣＩメッセージを送信することを含み、
　前記ＰＤＣＣＨが前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣに関連付けられる、
　方法。
【請求項１９】
　請求項１２に記載の方法であって、前記ＵＬ／ＤＬ割当変更が、前記第１のＵＥを受け
持つ二次的サービングセル（ＳＣｅｌｌ）に関連付けられ、前記ＰＤＣＣＨが前記ＳＣｅ
ｌｌにあり、前記ＰＤＣＣＨが特定のＵＥに対する物理層制御を搬送するＵＥ特定制御部
分を含み、前記符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドが、前記ＰＤ
ＣＣＨのＵＥ特定制御部分において送信される、方法。
【請求項２０】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて用いるための装置であって、前記装置が、
　レシーバと、
　前記レシーバに結合される処理リソースと、
　を含み、
　前記レシーバが、
　第１の周期的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウを含む第１の時
分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）再コンフィギュレーショ
ンスケジュールを受信するように、及び
　ワイヤレス基地局から物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を介して、複数の
物理層ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセージを受信するように、
　構成され、
　前記処理リソースが、
　前記受信したＤＣＩメッセージの第１のＤＣＩメッセージが、第１のＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ割当変更を示すＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを含むことを判定するよ
うに、及び
　次のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウ境界において、前記第１
のＵＬ／ＤＬ割当変更を適用するように、
　構成される、
　装置。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の装置であって、
　前記ＰＤＣＣＨが、複数のワイヤレスユーザ機器（ＵＥ）に対する共通物理層制御を搬
送する共通制御部分を含み、前記第１のＤＣＩメッセージが、前記ＰＤＣＣＨの前記共通
制御部分において受信され、
　前記第１のＤＣＩメッセージがＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを含むこ
とを判定するために、前記処理リソースが更に、
　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション特定無線ネットワーク一時的識別子（Ｔ
ＤＤ－ＲＮＴＩ）値によって前記ＤＣＩメッセージのＣＲＣをデスクランブルするように
、及び
　前記ＣＲＣが成功裏に受信されたことを判定するように、
　構成される、
　装置。
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【請求項２２】
　請求項２０に記載の装置であって、
　前記レシーバが更に、
　一次的サービングセル（ＰＣｅｌｌ）及び二次的サービングセル（ＳＣｅｌｌ）で前記
ネットワークにおけるワイヤレス基地局に結合されるように、及び
　第２の周期的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウを含む第２のＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションスケジュールを受信するように、
　構成され、
　前記第１の再コンフィギュレーションスケジュールが前記ＰＣｅｌｌに関連付けられ、
前記第２の再コンフィギュレーションスケジュールが前記ＳＣｅｌｌに関連付けられ、
　前記処理リソースが更に、
　前記受信されたＰＣｅｌｌ再コンフィギュレーションスケジュールに対応する第１の再
コンフィギュレーションスケジュールにおいて前記第１のＤＣＩメッセージが受信された
ことを判定するように、及び
　前記ＤＣＩメッセージの第２のＤＣＩメッセージがＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーショ
ンコマンドを含むことを判定するように、及び
　前記第２のＤＣＩメッセージが、前記受信されたＳＣｅｌｌ再コンフィギュレーション
スケジュールに対応する第２のスケジュールにおいて受信されたことを判定するように、
　構成され、
　前記ＰＤＣＣＨが、前記ＰＣｅｌｌに関連付けられ、
　前記第１のＤＣＩメッセージ及び前記第２のＤＣＩメッセージが、前記ＰＤＣＣＨの共
通制御部分において受信される、
　装置。
【請求項２３】
　請求項２０に記載の装置であって、
　前記レシーバが更に、第１のコンポーネントキャリア（ＣＣ）の一次的サービングセル
（ＰＣｅｌｌ）、及び第２のＣＣの二次的サービングセル（ＳＣｅｌｌ）で、前記ネット
ワークにおけるワイヤレス基地局に結合されるように構成され、
　前記ＰＤＣＣＨが前記ＰＣｅｌｌに関連付けられ、
　前記第１のＤＣＩメッセージが前記ＰＤＣＣＨの共通制御部分において受信され、
　前記第１のＤＣＩメッセージが、第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを
示す第１のコンフィギュレーション値と、第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーシ
ョンを示す第２のコンフィギュレーション値とを含む、
　装置。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の装置であって、前記第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーシ
ョンが前記ＰＣｅｌｌに関連付けられ、前記第２のＴＤＤＬ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレ
ーションが前記ＳＣｅｌｌに関連付けられる、装置。
【請求項２５】
　請求項２３に記載の装置であって、前記第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーシ
ョンが前記第１のＣＣに関連付けられ、前記第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレー
ションが前記第２のＣＣに関連付けられる、装置。
【請求項２６】
　請求項２３に記載の装置であって、前記第１のコンフィギュレーション値及び前記第２
のコンフィギュレーション値の各々が約３ビットの長さを含む、装置。
【請求項２７】
　請求項２０に記載の装置であって、前記レシーバが更に、二次的サービングセル（ＳＣ
ｅｌｌ）で、前記ネットワークにおけるワイヤレス基地局に結合されるように構成され、
前記第１のＤＣＩメッセージが前記ＳＣｅｌｌに対する第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフ
ィギュレーションを含み、前記ＰＤＣＣＨが前記ＳＣｅｌｌに関連付けられ、前記ＰＤＣ
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ＣＨが、特定のＵＥに対する物理層制御を搬送するユーザ機器（ＵＥ）特定制御部分を含
み、前記第２のＤＣＩメッセージが前記ＰＤＣＣＨの前記ＵＥ特定制御部分において受信
される、装置。
【請求項２８】
　請求項２０に記載の装置であって、前記レシーバが更に、動的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションイネーブリングコマンド、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレー
ションウィンドウ長、前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを含む
前記ＤＣＩメッセージのペイロードサイズ、前記ＤＣＩメッセージ内の再コンフィギュレ
ーションフィールド位置、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション特定無線ネット
ワーク一時的識別子（ＴＤＤ－ＲＮＴＩ）値、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーシ
ョンスケジュール、又は、それらの組み合わせを受信するように構成される、装置。
【請求項２９】
　請求項２０に記載の装置であって、前記受信されたＤＣＩメッセージがＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションコマンドを含むことを判定するために、前記処理リソースが更に、
第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（Ｌ
ＴＥ）ＤＣＩフォーマット１Ａペイロードサイズ、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣＩフォーマッ
ト１Ｃペイロードサイズ、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣＩフォーマット２Ｄフォーマットペイ
ロードサイズ、又はそれらの組み合わせに等しいペイロードサイズを前記ＤＣＩメッセー
ジが含むことを判定するように構成される、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、全般的に、ワイヤレス通信システムに関し、特に、時分割複信（ＴＤＤ）ワイ
ヤレス通信システムのためのダウンリンク及びアップリンクサブフレーム割当の動的シグ
ナリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス通信ネットワークは、電話通信、データ、ビデオ、メッセージング、チャッ
ト、及びブロードキャスト等の通信サービスを提供する目的で、ワイヤレス端末デバイス
及び基地局（ＢＳ）を組み込み得る。複数のワイヤレス端末が、ＢＳによって制御される
サービングセルに接続され得る。ワイヤレスネットワークは、周波数分割多元接続（ＦＤ
ＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、直交周波数分割
多元接続（ＯＦＤＭＡ）、及びシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）
を含み得る種々のアクセス方式を用い得る。ＢＳはまた、ＵＭＴＳ（Universal Mobile T
elecommunications System）においてＮｏｄｅＢ、第３世代パートナーシッププロジェク
ト（３ＧＰＰ）により規定されるロングタームエボリューション（ＬＴＥ）においてエボ
ルブドＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、ベーストランシーバシステム（ＢＴＳ）、又はアクセスポ
イント（ＡＰ）とも称され得る。
【０００３】
　一般に、ｅＮＢは固定ハードウェア（例えば、可動でない）であり得るが、例えば車内
に配されるとき等、幾つかのケースでは、可動でもあり得る。ワイヤレス端末装置は、ポ
ータブルハードウェアであり得、ユーザ機器（ＵＥ）、モバイルステーション、セルラー
フォン、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、又はワイヤレスモデムカードと称
され得る。ワイヤレス通信ネットワークにおいて、アップリンク（ＵＬ）通信はＵＥから
ｅＮＢへの通信を指し得、ダウンリンク（ＤＬ）通信はｅＮＢからＵＥへの通信を指し得
る。ｅＮＢは、固定位置にあるか又はｅＮＢの周りを自由に動き得るＵＥと直接的に通信
するために無線周波数（ＲＦ）トランスミッタ及びレシーバを含み得る。同様に、各ＵＥ
は、ｅＮＢと直接的に通信するためにＲＦトランスミッタ及びレシーバを含み得る。
【発明の概要】
【０００４】
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　説明されるワイヤレス通信ネットワークの例において、周期的時分割複信（ＴＤＤ）ア
ップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）再コンフィギュレーションウィンドウに対する
時間間隔を判定するように、動的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ割当変更を示すためのＵＬ／ＤＬ再
コンフィギュレーションコマンドを生成するように、及び物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）データにおいてＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを符号化す
るように、処理リソースが構成される。無線フロントエンド（ＲＦ）インタフェースが、
処理リソースに結合され、符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを
ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウの第１のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレー
ションウィンドウにおいて複数のワイヤレスユーザ機器（ＵＥ）の第１のＵＥに送信させ
るように構成される。符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドは、高
速ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを提供するようにＰＤＣＣＨを介して送
信される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】ワイヤレス通信ネットワークのブロック図である。
【０００６】
【図２】ワイヤレス通信デバイスのブロック図である。
【０００７】
【図３】ワイヤレス通信ネットワークに対するフレーム構造のブロック図である。
【０００８】
【図４】無線フレームに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの表である。
【０００９】
【図５】無線ネットワーク一時的識別子（ＲＮＴＩ）値の表である。
【００１０】
【図６】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション方法のタイミング図である。
【００１１】
【図７】別のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション方法のタイミング図である。
【００１２】
【図８】種々の帯域幅に対するＤＣＩフォーマット１Ｃペイロードサイズ及びＤＣＩフォ
ーマット１Ａペイロードサイズの表である。
【００１３】
【図９】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションデータ構造のブロック図である。
【００１４】
【図１０】別のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションデータ構造のブロック図で
ある。
【００１５】
【図１１】サービングセルとＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションインデックス
との間のマッピングの表である。
【００１６】
【図１２】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングする方法
のフローチャートである。
【００１７】
【図１３】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングする別の
方法のフローチャートである。
【００１８】
【図１４】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングする別の
方法のフローチャートである。
【００１９】
【図１５】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングする別の
方法のフローチャートである。
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【００２０】
【図１６】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングする別の
方法のフローチャートである。
【００２１】
【図１７】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的に検出する方法のフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　時分割複信（ＴＤＤ）ワイヤレス通信システムのための動的ＴＤＤアップリンク／ダウ
ンリンク（ＵＬ／ＤＬ）再コンフィギュレーションシグナリング方式が本明細書において
開示される。ＴＤＤワイヤレス通信システムが、シングルキャリア周波数でデータを送信
及び受信し得る。ＵＬ伝送及びＤＬ伝送が固定時間間隔内の時間スロットによって多重化
される。固定時間間隔におけるＵＬ伝送とＤＬ伝送との間の比は、ＵＬ及びＤＬトラフィ
ックパターンに従って選択され得る。マクロセル配備を備える従来の同種（ｈｏｍｏｇｅ
ｎｅｏｕｓ）ネットワークでは、ＵＬ及びＤＬトラフィックパターンは実質的に静的又は
準静的であり得る。従って、少なくとも数百ミリ秒（ｍｓ）又は数百秒の時間間隔の間、
同じＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションが用いられ得る。しかしながら、小型セ
ル配備を備える異種（ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ）ネットワーク（ヘットネット）では
、ＵＬ及びＤＬトラフィックパターンは本質的に一層動的であり得る。また、近隣小型セ
ルの近接性が、セル間干渉に一層動的性を導入し得、それによりシステム性能及び／又は
容量に影響を与え得る。
【００２３】
　本明細書で開示されるのは、ＴＤＤワイヤレス通信システムにおけるＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ再コンフィギュレーションに対する動的シグナリング方式の実施形態である。ＴＤＤワ
イヤレス通信システムは、複数のＵＥと通信可能に結合される、ｅＮＢを含み得る。ＴＤ
Ｄワイヤレス通信システムは、（例えば、サブフレームに関して）時間ドメインにおいて
ＵＬ及びＤＬ伝送を多重化することによって、ＵＬ及びＤＬの両伝送に対し中間又は広域
帯域幅（５、１０、及び／又は２０メガヘルツ（ＭＨｚ）等）のシングルキャリア周波数
を用い得る。ＴＤＤワイヤレス通信システムは、各々が無線フレームにおいて異なる比の
ＵＬサブフレームの数とＤＬサブフレームの数とを含み得る、複数の所定のＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬコンフィギュレーションをサポートし得る。ｅＮＢは、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬトラフ
ィックパターンに従って適切なＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを選択し得、
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションをＵＥに動的にシグナリングし得る。一実
施形態において、ｅＮＢは、周期的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィン
ドウ又は改変ウィンドウ（無線フレームの整数倍数等）に対する時間間隔を判定し得、次
のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウ境界における開始等に、ＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ割当変更（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションインデックス等）
をシグナリングするように、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウに
おいて少なくとも１つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信し
得る。
【００２４】
　ｅＮＢは、高速再コンフィギュレーション（最小コンフィギュレーション変更レイテン
シ等）を提供するために、物理層シグナリング（ＰＤＣＣＨ等）を介して、ＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送信し得る。ｅＮＢは、再コンフィギュレー
ションコマンドをＰＤＣＣＨ　ＤＣＩメッセージにおいて符号化及び送信し得る。ＰＤＣ
ＣＨ　ＤＣＩメッセージは、ＰＤＣＣＨ共通サーチスペース（ＣＳＳ）に及び／又はＰＤ
ＣＣＨ　ＵＥ特定サーチスペース（ＵＥＳＳ）に配置され得る。一実施形態において、ｅ
ＮＢがＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションをシグナリングするためにＰＤＣＣ
Ｈ　ＣＣＳを用いる場合、ｅＮＢは、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマ
ンドを、ＰＤＣＣＨ　ＣＣＳにおいて送信され得る他の制御コマンドから差別化するよう
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に、巡回冗長検査（ＣＲＣ）スクランブルのためにＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレ
ーション特定ＲＮＴＩ（ＴＤＤ－ＲＮＴＩ）を用い得る。
【００２５】
　ＴＤＤワイヤレス通信システムがキャリアアグリゲーション（ＣＡ）を用いる場合、ｅ
ＮＢは、一次的サービングセル（ＰＣｅｌｌ）のＰＤＣＣＨ　ＣＣＳにおいて、全てのサ
ービングセルに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを、ＵＥにシグナリ
ングし得る。例えば、ｅＮＢは、全てのサービングセルに対するＵＬ／ＤＬ割当変更を含
むＤＣＩメッセージを送り得るか、又は異なる再コンフィギュレーションスケジュールに
おいて各サービングセルに対して個別のＤＣＩメッセージを送り得る。或いは、ｅＮＢは
、ＰＣｅｌｌ及び二次的サービングセル（ＳＣｅｌｌ）に対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションを個別にシグナリングし得る。例えば、ｅＮＢは、ＰＣｅｌｌ　Ｐ
ＤＣＣＨのＣＣＳにおいてＰＣｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーシ
ョンを、及びＳＣｅｌｌ　ＰＤＣＣＨのＵＥＳＳにおいてＳＣｅｌｌに対するＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬ再コンフィギュレーションをシグナリングし得る。
【００２６】
　ｅＮＢは、ＵＥにおいて再コンフィギュレーション情報を復号する信頼性を改善するた
めに、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウにおいて複数のＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを送り得る。開示される実施形態は、ＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬトラフィックパターン変更に適合するように、ＴＤＤワイヤレス通信シス
テムが、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ割当を動的にシグナリングすることを可能にし得、それによ
ってシステム容量をかなり増大させ得る。
【００２７】
　図１は種々の実施形態に従ったワイヤレス通信ネットワーク１００のブロック図である
。ネットワーク１００は、音声、パケットデータ等の様々な通信サービスを提供し得る。
一実施形態において、ネットワーク１００は、参照として本明細書に組み込まれる、３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥ仕様リリース８（Ｒｅｌ－８）からリリース１１（Ｒｅｌ－１１）に記載さ
れるような３ＧＰＰ　ＬＴＥネットワーク又は３ＧＰＰ　ＬＴＥ－アドバンストネットワ
ークであり得る。ネットワーク１００は、ＵＬチャネル１３１及びＤＬチャネル１３２を
介して複数のＵＥ１２０に通信可能に結合されるｅＮＢ１１０を含む。
【００２８】
　ｅＮＢ１１０は、ＵＬチャネル１３１及びＤＬチャネル１３２を介してエア－インタフ
ェースで複数のＵＥ１２０と通信するように構成されるワイヤレス通信装備基地局デバイ
スであり得る。ｅＮＢ１１０は、１つ又は複数のアンテナを備える、ワイヤレストランシ
ーバ又は個別のワイヤレストランスミッタ及びレシーバを含み得る。ｅＮＢ１１０は、１
つ又は複数のＵＥ１２０にＤＬ無線信号を送信するように、及び１つ又は複数のＵＥ１２
０からＵＬ無線信号を受信するように構成され得る。
【００２９】
　ＵＥ１２０は、ＵＬチャネル１３１及びＤＬチャネル１３２を介してエアインタフェー
スでｅＮＢ１１０と通信するように構成されるワイヤレス通信装備端末デバイスであり得
る。ＵＥ１２０は、携帯電話、ラップトップコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタ
ント（ＰＤＡ）、又は任意のモバイルユーザ機器であり得る。各ＵＥ１２０が、１つ又は
複数のアンテナを備えるワイヤレストランシーバ又は個別のワイヤレストランスミッタ及
びレシーバであり得、ｅＮＢ１１０にＵＬ無線信号を送信するように、及びｅＮＢ１１０
からＤＬ無線信号を受信するように構成され得る。
【００３０】
　幾つかの実施形態において、ネットワーク１００は、それぞれＵＬチャネル１３１及び
ＤＬチャネル１３２においてＵＬ及びＤＬ伝送のためのＴＤＤ伝送方式を用い得る。ネッ
トワーク１００は、シングルキャリア周波数での時間ドメインにおいて、それぞれＵＬチ
ャネル１３１及びＤＬチャネル１３２においてＵＬ及びＤＬ伝送を多重化し得る。
【００３１】
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　幾つかの実施形態において、ネットワーク１００は、帯域幅を増大させ、それによって
システム容量及び／又はデータ転送ビットレートを増大させるようにＣＡを用い得る。そ
のような実施形態において、ｅＮＢ１１０は、複数のサービングセルを受け持つ（serve
）ために、複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）を用い得る。ＣＣは、周波数において
連続的であってもよく連続的でなくてもよく、各々が同じ又は異なる帯域幅（例えば、１
．４、３、５、１０、１５、又は２０ＭＨｚ）を含み得る。各ＣＣは、異なる周波数帯域
において動作し得、一次的サービングセル（ＰＣｅｌｌ）又は二次的サービングセル（Ｓ
Ｃｅｌｌ）であり得る１つのサービングセルを受け持ち得る。例えば、ｅＮＢ１１０は、
１つのＰＣｅｌｌを介して（例えば、無線リソース制御（ＲＲＣ）及びネットワーク１０
０の対応するコアネットワークへの接続を確立するためなど）、及び１つ又は複数のＳＣ
ｅｌｌを介して（例えば、付加的な無線リソースのためなど）ＵＥ１２０を受け持ち得る
。これらのサービングセルのカバレッジは、例えば異なるパスロスを被る異なる周波数帯
域でのＣＣに起因して、異なり得る。実施形態において、ｅＮＢ１１０は、各対応するサ
ービングセルにおけるＵＥ１２０に個別の伝送スケジュールを送り得る。別の実施形態に
おいて、ｅＮＢ１１０は、クロススケジューリング方式を用い得る。クロススケジューリ
ング方式では、ｅＮＢ１１０がＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌに対する伝送スケジュールをＰ
ＣｅｌｌのＣＣで送り得る。ｅＮＢ１１０が、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層コマン
ド等の上部層（物理層の上のオープンシステム相互接続（ＯＳＩ）層等）コンフィギュレ
ーションコマンドを介して、ＣＡを用いるＵＥ１２０を構成し得る。
【００３２】
　幾つかの実施形態において、ｅＮＢ１１０は、カバレッジエリア及びシステム性能（ネ
ットワーク容量等）を最大化するために、ネットワーク配備の間の計画レイアウトにおい
て、固定物理的位置に設置されるマクロ基地局であり得る。ｅＮＢ１１０は、所定のカバ
レッジエリアを受け持ち得る。このカバレッジエリアは１つ又は複数のセル（３セル等）
に分割され得る。ネットワーク１００が同種ネットワークであるとき、ネットワーク１０
０は１つ又は複数のｅＮＢ１１０を含み得、各ｅＮＢは、１つ又は複数のマクロセルを受
け持ち、バックエンドデータ及び／又はパケットネットワークに接続するために、実質的
に同様の、伝送電力レベル、アンテナパターン、ノイズフロア、及び／又は復路（ｂａｃ
ｋｈａｕｌ）ネットワーク接続性を用いる。幾つかの他の実施形態において、ｅＮＢ１１
０は、小型セルを受け持つ小型セル基地局（ピコ基地局、フェムト基地局等）であり得る
。小型セルは、マクロセルにオーバーレイされる場合もされない場合もあり得る。例えば
マクロセルが到達しない小型ホール又はエリアをカバーするために、又はホットスポット
ゾーンにおける容量を増大する等のために、小型セル及びマクロセルがオーバーレイされ
る場合、ネットワーク１００はヘットネットと称され得る。
【００３３】
　図２は、種々の実施形態に従ったワイヤレス通信デバイス２００のブロック図である。
デバイス２００は、ｅＮＢ（ｅＮＢ１１０等）、ＵＥ（ＵＥ１２０等）、及び／又はワイ
ヤレス通信ネットワーク（ネットワーク１００等）における任意の他のワイヤレスデバイ
スとして働き得る。図２に示すように、デバイス２００は、デジタルインタフェース２１
０、処理ユニット２３０（処理リソース等）、データストレージユニット２４０、及びＲ
Ｆインタフェース２２０を含み得る。デジタルインタフェース２１０は、外部デバイスか
らデジタルデータストリームを受信するように、及び／又は外部デバイスにデジタルデー
タストリームを送信するように構成され得る。幾つかの実施形態において、デジタルイン
タフェース２１０は、高速シリアライザ／デシリアライザ（ＳｅｒＤｅｓ）レーン、外部
メモリインタフェース（ＥＭＩＦ）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インタフェー
ス、シリアル周辺インタフェース（ＳＰＩ）、ユニバーサル非同期受信／送信（ＵＡＲＴ
）インタフェース、Ｉ２Ｃ（integrated-integrated circuit）インタフェース、汎用デ
ジタル入力／出力（ＧＰＩＯ）等を含み得る。
【００３４】
　デジタルインタフェース２１０から受信したデータストリームを処理するため又はデー
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タストリームを生成し及びデジタルインタフェース２１０に送信するために、処理ユニッ
ト２３０がデジタルインタフェース２１０に結合され得る。処理ユニット２３０は、１つ
又は複数のプロセッサ（シングル又はマルチコアプロセッサ、デジタル信号プロセッサ等
）、１つ又は複数のハードウェアアクセラレータ、１つ又は複数のコンピュータ、及び／
又はデータストア、バッファ等として機能し得るデータストレージユニット２４０を含み
得る。幾つかの実施形態において、処理ユニット２３０は、ワイヤレス通信に特定的に設
計される複数のハードウェアアクセラレータを含み得る。ハードウェアアクセラレータの
幾つかの例は、ターボ符号化及び／又は復号化、ビタビ復号化、ビットレート処理、高速
フーリエ変換（ＦＦＴ）、パケット処理、セキュリティ処理等を含み得る。
【００３５】
　処理ユニット２３０は、処理ユニット２３０の内部非一時的メモリにストアされるワイ
ヤレストランシーバモジュール２３１を含み得、それによって、処理ユニット２３０が、
ベースバンド送信チェーン、ベースバンド受信チェーン、以下で更に詳細に説明するよう
な方法６００、７００、１０００、及び又は１１００等のダウンリンク制御シグナリング
、及び／又は本明細書に記載されるような任意の他の方式を実装し得る。代替実施形態に
おいて、ワイヤレストランシーバモジュール２３１は、データストレージユニット２４０
にストアされる命令として実装され得、こういった命令は処理ユニット２３０によって実
行され得る。
【００３６】
　データストレージユニット２４０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等の、コンテ
ントを一時的にストアするための１つ又は複数のキャッシュ（レベル１（ＬＩ）、レベル
２（Ｌ２）、及び／又はレベル３（Ｌ３）キャッシュ等）を含み得る。また、データスト
レージユニット２４０は、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）等の、コンテントを比較的長
期にストアするための長期ストレージを含み得る。例えば、キャッシュ及び長期ストレー
ジは、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、ダブルデータレート３（ＤＤ
Ｒ３）ＲＡＭ及び／又は同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）、ソリ
ッドステートドライブ（ＳＳＤ）、ハードディスク、それらの組み合わせ、又は他のタイ
プの非一時的ストレージデバイスを含み得る。
【００３７】
　ＲＦインタフェース２２０は、処理ユニット２３０及び無線フロントエンドに結合され
得る。例えば、無線フロントエンドは、１つ又は複数のアンテナを含み得、無線信号をワ
イヤレスに受信及び／又は送信するように構成され得る。ＲＦインタフェース２２０は、
処理ユニット２３０によって生成されたデジタルフレームを受信するように、及び受信し
たデジタルフレームを無線フロントエンドに送信するように構成され得る。逆に、ＲＦイ
ンタフェース２２０は、無線フロントエンドによって（例えば、受信した無線信号から）
変換されたデジタルフレームを受信するように、及び受信したデジタルフレームを、処理
のために処理ユニット２３０に送信するように構成され得る。
【００３８】
　図３は、ネットワーク１００等のワイヤレス通信ネットワークのためのフレーム構造３
００のブロック図である。フレーム構造３００は、ｅＮＢ（ｅＮＢ１１０等）と１つ又は
複数のＵＥ（ＵＥ１２０等）との間で通信され得る。フレーム構造３００において、無線
伝送が無線フレーム３１０を単位として定義され得る。各無線フレーム３１０は、複数の
サブフレーム３２０を含み得、固定時間間隔にわたり得る。例えば、ＬＴＥシステムにお
いて、無線フレーム３１０が、１０ｍｓにわたり得、それぞれ時間間隔が１ｍｓの１０個
のサブフレーム３２０を含み得る。
【００３９】
　一実施形態において、ネットワークは、ＵＬ及びＤＬ伝送をシングル周波数で時間ドメ
インにおいて多重化することによって、ＵＬ及びＤＬ伝送に対してＴＤＤ伝送方式を用い
得る。そのような実施形態において、各サブフレーム３２０がＵＬ伝送及びＤＬ伝送に対
して構成され得る。例えば、ネットワークが、固定数の所定のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフ
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ィギュレーションを用い得、各ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは、異なる比
のＵＬサブフレームの数とＤＬサブフレームの数を無線フレームに含み得る。例えば、ｅ
ＮＢ（ｅＮＢ１１０等）が、セルにおけるＵＥ（ＵＥ１２０等）を、そのセルにおけるＵ
Ｌ及びＤＬトラフィックのタイプに基づいて、特定のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレ
ーションに対して構成し得る。
【００４０】
　幾つかの実施形態において、ＤＬ伝送のためのサブフレーム３２０、及びＵＬ伝送のた
めのサブフレーム３２０が共にグルーピングされ得、スペシャルサブフレームと呼ばれ得
る特定のサブフレーム３２０によって分離され得る。スペシャルサブフレームが、ＤＬ伝
送のためのＤＬパイロット時間スロット（ＤｗＰＴＳ）、ガードピリオド（ＧＰ）、及び
ＵＬ伝送のためのＵＬパイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ）を含み得る。ＧＰは、ＵＥ
においてＤＬ受信とＵＬ送信との間のスイッチングを可能にし得る。また、スペシャルサ
ブフレームは、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム及び時分割同期符号分割多元アクセス（ＴＤ－
ＳＣＤＭＡ）システム等の共存等、他のＴＤＤシステムとの共存を可能にし得る。
【００４１】
　一実施形態において、各サブフレーム３２０は、巡回プレフィックス（ＣＰ）モード（
拡張ＣＰモード又はノーマルＣＰモード等）に依って約１２又は１４のＯＦＤＭシンボル
であり得る複数の直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを含み得る。各ＯＦＤＭシ
ンボルは、複数のリソースブロック（ＲＢ）に分割され得る複数のＯＦＤＭサブキャリア
にわたり得る。例えば、ＲＢが約１２のＯＦＤＭ周波数サブキャリアを含み得る。各ＤＬ
サブフレーム３２０は、ｅＮＢからＵＥにＤＬデータパケットを搬送するために、サブフ
レーム３２０の始め（１個から４個のシンボル等）において可変ダウンリンク制御領域、
及び残りのシンボルにおいて可変データ領域を含み得る。ＵＬ伝送に対して割り当てられ
るとき、サブフレーム３２０はＵＥからｅＮＢにＵＬデータパケット及び／又はアップリ
ンク制御シグナリングを搬送し得る。
【００４２】
　ダウンリンク制御領域は、ＰＤＣＣＨと称され得、ＣＳＳ及び／又はＵＥＳＳを含み得
る。ＣＳＳは、共通制御情報を搬送し得、セルにおける全ＵＥ又はＵＥのグループによっ
て監視され得る。ＵＥＳＳは、特定のＵＥに特有の制御情報を搬送し得、セルにおける少
なくとも１つのＵＥによって監視され得る。ダウンリンク制御領域は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ
仕様Ｒｅｌ－８からＲｅｌ－１１に記載されるように、ＤＣＩフォーマット１Ａ、１Ｃ、
２Ｄ等の所定のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに従って符号化されるＰＤ
ＣＣＨデータを搬送し得る。ＰＤＣＣＨデータは、ＵＬスケジューリング情報（特定のＵ
ＥがＵＬデータを送るための、データ領域におけるＲＢ等）、ＤＬスケジューリング情報
（特定のＵＥのためのデータを搬送する、データ領域におけるＲＢ等）、システム情報メ
ッセージ、ページングメッセージ、転送電力制御（ＴＰＣ）コマンド等を搬送するデータ
領域におけるＲＢを搬送し得る。
【００４３】
　ＰＤＣＣＨデータの各タイプが、所定のＤＣＩフォーマットの１つに従って符号化され
得る。例えば、ＰＤＣＣＨ　ＣＳＳにおける共通又はグループ制御情報が、ＤＣＩフォー
マット１Ａ又は１Ｃで符号化され得る。共通制御情報は、ＤＣＩフォーマットのペイロー
ドサイズ、及び／又はＤＣＩ符号化された共通制御情報メッセージのＣＲＣをスクランブ
ルするために用いられる１６ビットＲＮＴＩによって差別化され得る。ここで、共通制御
情報の各タイプは、異なるＲＮＴＩを含み得る。例えば、システム情報（ＳＩ）のための
ＲＢを示すためにシステム情報－ＲＮＴＩ（ＳＩ－ＲＮＴＩ）が用いられ得、ページング
メッセージのためのＲＢを示すためにページング情報－ＲＮＴＩ（Ｐ－ＲＮＴＩ）が用い
られ得、特定のＵＥのためのＲＢを示すためにセル－ＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ）が用いら
れ得、ランダムアクセス応答メッセージのためのＲＢを示すためにランダムアクセス－Ｒ
ＮＴＩ（ＲＡ－ＲＮＴＩ）が用いられ得る等である。
【００４４】
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　このように、ＵＥがＰＤＣＣＨ　ＣＳＳからＰＤＣＣＨデータを受信すると、ＵＥは、
正しいペイロードサイズを検出するためにブラインド復号を実施し得る。例えば、ＵＥは
、ＤＣＩフォーマット１Ａを検出するためにブラインド復号動作の１つのセットを、及び
ＤＣＩフォーマット１Ｃを検出するためにブラインド復号の別のセットを実施し得る。正
しいＤＣＩフォーマットを検出した後、ＵＥは、受信したＰＤＣＣＨデータのＣＲＣを、
共通制御情報タイプに対応するＲＮＴＩを用いて正しくスクランブルすることによって、
制御情報のタイプを判定し得る。
【００４５】
　幾つかの実施形態において、ダウンリンク制御領域は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ仕様リリース
１１（Ｒｅｌ－１１）に記載されているような、データ領域を横切る複数の周波数サブキ
ャリアにわたる付加的な領域を含み得る。付加的なダウンリンク制御領域は、３ＧＰＰ　
ＬＴＥ仕様Ｒｅｌ－１１において拡張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）と称され得る。本明細
書では、用語ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク制御領域を全般的に指すために用いられ得、３
ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＰＤＣＣＨ、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＥＰＤＣＣＨ、又はそれらの組み合わ
せを含み得る。
【００４６】
　図４は、無線フレーム３１０等の無線フレームに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギ
ュレーションの表４００である。表４００において、コラム４１０は、複数のＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬコンフィギュレーションに対するインデックスを示し、コラム４３０は、各々約
１０サブフレーム（サブフレーム３２０等）を含み得るＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュ
レーションを示す。コラム４３０において、ＵＬ伝送に対して割り当てられたサブフレー
ムが「Ｕ」で示され、ＤＬ伝送に対して割り当てられたサブフレームが「Ｄ」で示され、
ＤＬからＵＬへのスイッチングに対して割り当てられたサブフレームが「Ｓ」で示される
。ＤＬ伝送がＵＬ伝送にスイッチングされる時間又はＵＬ伝送がＤＬ伝送にスイッチング
される時間は、スイッチポイントと称され得る。スイッチポイント周期性が、同じスイッ
チングパターンがＵＬとＤＬとの間で反復される周期を表し得る。表４００におけるＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションに対するスイッチポイントは、コラム４２０に示
すように、約５ｍｓ又は約１０ｍｓのスイッチポイント周期性を含み得る。コラム４３０
における各ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは、異なるＵＬ対ＤＬ比（例えば
、異なるＵＬ／ＤＬトラフィックパターンの提供に対して）を含み得る。また、サブフレ
ーム０、１、２、及び５（表４００において網掛けされて示されているもの等）に対する
伝送方向は、全てのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションに対して固定であり得、
サブフレーム３、４、６、７、８、及び９（表４００に網掛けなしで示されているもの等
）に対する伝送方向は可変であり得、その場合、任意の２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフ
ィギュレーションが、異なる伝送方向を有し得る。
【００４７】
　図５は、ＲＮＴＩ値の表５００である。例えば、ＲＮＴＩ値は、ＰＤＣＣＨで送信され
たＤＣＩメッセージのＣＲＣをスクランブルするために用いられ得る。ここで、各ＲＮＴ
Ｉ値はダウンリンク制御タイプに対応し得る。表５００に示すように、０００１から００
０３Ｃの１６進数フォーマットのＲＮＴＩ値の範囲は、ランダムアクセス応答メッセージ
（ＲＡ－ＲＮＴＩ等）、ＵＥ特定メッセージ（Ｃ－ＲＮＴＩ等）、特定のＵＥに対する準
永続的スケジューリングメッセージ（準永続的スケジューリングＣ－ＲＮＴＩ等）、ラン
ダムアクセス手順の間のランダムアクセスメッセージ（一時的Ｃ－ＲＮＴＩ等）、物理ア
ップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するＴＰＣコマンド（ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－
ＲＮＴＩ等）、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対するＴＰＣコマンド（
ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩ等）等を搬送するサブフレームのデータ領域におけるＲＢ
を示すために用いられ得る。
【００４８】
　１６進数フォーマットの００３ＤからＦＦＦ３のＲＮＴＩ値の範囲は、ＵＥ特定メッセ
ージ（Ｃ－ＲＮＴＩ等）、特定のＵＥに対する準永続的スケジュールメッセージ（準永続
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的スケジューリングＣ－ＲＮＴＩ等）、ランダムアクセス手順の間のランダムアクセスメ
ッセージ（一時的Ｃ－ＲＮＴＩ等）、ＰＵＣＣＨに対するＴＰＣコマンド（ＴＰＣ－ＰＵ
ＣＣＨ－ＲＮＴＩ等）、ＰＵＳＣＨに対するＴＰＣコマンド（ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮ
ＴＩ等）等を搬送するサブフレームのデータ領域におけるＲＢを示すために用いられ得る
。
【００４９】
　１６進数フォーマットのＦＦＦ４からＦＦＦＣまでのＲＮＴＩ値の範囲はリザーブされ
得る。ＲＮＴＩ値ＦＦＦＤ、ＦＦＦＥ、及びＦＦＦＦは、それぞれ、マルチキャストマル
チキャスト制御情報（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ－ＲＮＴＩ（Ｍ－ＲＮＴＩ）等）、ページング
メッセージ（Ｐ－ＲＮＴＩ等）、及びシステム情報（ＳＩ－ＲＮＴＩ等）のためのサブフ
レームのデータ領域におけるＲＢを示すために用いられ得る。
【００５０】
　一実施形態において、同種ネットワークにおけるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬデータトラフィッ
クパターンは、実質的に静的であり得、少なくとも数百ミリ秒から数百秒の時間間隔の間
、変更されないままであり得る。このように、同種ネットワークおけるｅＮＢ（ｅＮＢ１
１０等）が、ＵＬ／ＤＬトラフィックパターンに従って適切なＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフ
ィギュレーション（表４００に示されるようなもの）を選択し得、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコ
ンフィギュレーションを頻繁に変更及び／又は再コンフィギュレーションしない可能性が
あり得る。従って、同種ネットワークが、実質的な性能インパクトなしに、何らかの再コ
ンフィギュレーションレイテンシを可能にし得、その場合、ｅＮＢは、ＭＡＣ層メッセー
ジ（システム情報（ＳＩ）メッセージ等）を介してＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレ
ーションを送り得る。反対に、ヘットネットにおけるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬデータトラフィ
ックパターン又は干渉プロファイルが本質的に動的（高速変化等）であり得、そのため、
最小レイテンシを備える高速ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションがシステム容
量にかなりの改善を提供し得る。
【００５１】
　ヘットネットにおいて、近隣の小型セルの近接性は、セル間干渉に、より大きい動的性
を導入し得る。例えば、近隣のセルにわたる異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレー
ションの採用は、同種ネットワークに比べて、ＤＬ－ＵＬ干渉及びＵＬ－ＤＬ干渉の２つ
の付加的タイプの干渉につながり得る。ＤＬ－ＵＬ干渉は、近隣のセルのｅＮＢ（ｅＮＢ
１１０等）からのＤＬ伝送によって引き起こされる、ＵＥ（ＵＥ１２０等）における干渉
を指し得る。ＵＬ－ＤＬ干渉は、近隣のセルのＵＥからのＵＬ伝送によって引き起こされ
る、ｅＮＢにおける干渉を指し得る。
【００５２】
　本明細書において前記表４００に記載されるように、幾つかのサブフレーム（表４００
のサブフレーム０、１、２、及び５等）における伝送方向は、全てのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーションに対して固定であり得、固定サブフレームと称され得る。反対に
、他のサブフレーム（表４００のサブフレーム３、６、６、７、８、及び９等）は、任意
の２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの間で異なる伝送方向を含み得、フ
レキシブルサブフレームと称され得る。このように、近隣のセルにおけるｅＮＢ（ｅＮＢ
１１０等）及び／又はＵＥ（ＵＥ１２０等）は、固定サブフレームにおいてＵＬ－ＤＬ又
はＤＬ－ＵＬセル間干渉を受けない可能性があるが、フレキシブルサブフレームにおいて
ＵＤ－ＤＬ及び／又はＤＬ－ＵＬセル間干渉を受け得る。
【００５３】
　図６は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション方法６００のタイミング図であ
る。方法６００は、ｅＮＢ（ｅＮＢ１１０等）、ＵＥ（ＵＥ１２０等）、及び／又はワイ
ヤレス通信デバイス（デバイス２００等）において実装され得る。方法６００は、ＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションをシグナリングするために物理層シグナリングメ
カニズムを用い得る。ＭＡＣ層シグナリングの代わりに物理層シグナリングを用いること
は、より速いＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション及び／又は最小レイテンシを
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提供し得る。一実施形態において、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションがＰＤ
ＣＣＨ共通シグナリングを介して（サブフレーム３２０のＰＤＣＣＨ　ＣＣＳにおいて等
）シグナリングされ得、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションは将来の無線フレ
ーム（無線フレーム３１０等）に適用され得る。ｅＮＢが、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ割当を動
的にシグナリングするために方法６００を用いる前に、ＵＥを動的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再
コンフィギュレーション（イネーブリングコマンド等）に対して構成し得る。
【００５４】
　方法６００は、複数の整数の無線フレーム（無線フレーム３１０等）であり得る周期的
再コンフィギュレーションウィンドウｍ、ｍ＋１、ｍ＋２　６３０に対して、時間間隔を
定義し得る。例えば、方法６００は、時間６２１において、再コンフィギュレーションウ
ィンドウｍ　６３０において、第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション（例え
ば、表４００に示されるもの）を含む第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーショ
ンコマンド６１０を送り得、第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは、時間
６２２において次の再コンフィギュレーションウィンドウｍ＋１　６３０の境界において
開始し得、再コンフィギュレーションウィンドウｍ＋１　６３０の期間の間そのままであ
る。同様に、方法６００は、時間６２３において、再コンフィギュレーションウィンドウ
ｍ＋１　６３０において、第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを含む第２
のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンド６１０を送り得、第２のＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは、時間６２４において次の再コンフィギュレーシ
ョンウィンドウｍ＋２　６３０の境界において開始し得、再コンフィギュレーションウィ
ンドウｍ＋２　６３０の期間の間そのままである。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレ
ーションコマンドがＰＤＣＣＨ共通シグナリングを介してシグナリングされるとき、ハイ
ブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）が適用されない可能性があり、その場合、ｅＮＢが、
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドの受信状態に関するＨＡＲＱ肯定
応答フィードバックを受信しない可能性がある。
【００５５】
　図７は、別のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション方法７００のタイミング図
である。方法７００は、方法６００と実質的に同様であり得る。しかしながら、方法７０
０は、再コンフィギュレーションウィンドウ７３０において、同じＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再
コンフィギュレーションコマンド７１０を反復的に送ることによって伝送信頼性を改善し
得、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンド７１０及び再コンフィギュレ
ーションウィンドウ７３０は、それぞれ、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション
コマンド６１０及び再コンフィギュレーションウィンドウ６３０と実質的に同様であり得
る。再コンフィギュレーションウィンドウ６３０及び／又は７３０は、１つ又は複数の無
線フレームの時間間隔を含み得る。また、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション
コマンド６１０及び／又は７１０がＵＥにおいて検出される時間と、再コンフィギュレー
ションが適用される時間との間のレイテンシは、種々のネットワークファクタ（ネットワ
ーク条件、配備シナリオ等）に従ってｅＮＢ（ｅＮＢ１１０等）によって判定され得る。
【００５６】
　一実施形態において、ｅＮＢ（１１０等）が、高速再コンフィギュレーション（最小コ
ンフィギュレーション変更レイテンシ等）を提供するように、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コン
フィギュレーションコマンド（コマンド６１０及び／又は７１０等）をＰＤＣＣＨを介し
て送信し得る。ｅＮＢは、ＰＤＣＣＨ　ＣＳＳ及び／又はＰＤＣＣＨ　ＵＥＳＳに配置さ
れ得る物理層ＤＣＩメッセージにおいて、再コンフィギュレーションコマンドを符号化し
得る。一実施形態において、ｅＮＢはＴＤＤ－ＲＮＴＩを定義し、ＤＣＩメッセージのＣ
ＲＣをＴＤＤ－ＲＮＴＩによってスクランブルすることによってＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションを搬送するＰＤＣＣＨ　ＣＣＳ　ＤＣＩメッセージを示し得る。
【００５７】
　一実施形態において、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンド（コマン
ド６１０及び／又は７１０等）は、コンフィギュレーションインデックスを単位として示
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され得る。例えば、最大約７個の異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション（例
えば、表４００に示されるもの）を示すために、３ビットデータフィールドが用いられ得
る。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドは、高速ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
再コンフィギュレーションを提供するために、ＰＤＣＣＨを介してシグナリングされ得る
。その場合、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドはＤＣＩフォーマッ
ト１Ａ又は１Ｃに従って符号化され得る。
【００５８】
　図８は、種々の帯域幅に対するＤＣＩフォーマット１Ｃペイロードサイズ及びＤＣＩフ
ォーマット１Ａペイロードサイズの表８００である。表８００に示すように、システム帯
域幅が６ＲＢ（１．４ＭＨｚ等）から１００ＲＢ（２０ＭＨｚ等）の間で変動するので、
ＤＣＩフォーマット１Ｃは、約８ビットから約１５ビットのペイロードサイズを含み得、
ＤＣＩフォーマット１Ａは約２３から約３１のペイロードサイズを含み得る。表８００に
示すように、ＤＣＩフォーマット１Ｃは、ＤＣＩフォーマット１Ａより小さいペイロード
サイズを含み得る。このように、同じ量の伝送リソースに対し、より小さいペイロードサ
イズが、より低い符号化率で符号化され得、それにより、チャネルエラーに対してより高
い保護を提供し得るので、ＤＣＩフォーマット１Ｃペイロードは、より良好な伝送及び／
又は受信信頼性を提供し得る。例えば、要求されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレ
ーションコマンドを搬送するために、システム動作帯域幅におけるＤＣＩフォーマット１
Ｃのペイロードサイズが不十分であるとき、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーショ
ンコマンドは、ＤＣＩフォーマット１Ｃにマッチングするペイロードサイズで符号化され
得る。そうでない場合、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを符号化
するために、ＤＣＩフォーマット１Ａにマッチングするペイロードサイズが用いられ得る
。
【００５９】
　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドがＰＤＣＣＨ　ＣＣＳを介して
示されるとき、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドをＰＤＣＣＨ　Ｃ
ＣＳにおける他の制御メッセージ（ＳＩ、ページング等）から差別化するために、ＤＣＩ
ペイロードサイズがＤＣＩフォーマット１Ａ又はＤＣＩフォーマット１Ｃにマッチングさ
れている場合に制御情報のＣＲＣをスクランブルするため、一意のＴＤＤ－ＲＮＴＩが用
いられ得る。例えば、ＴＤＤ－ＲＮＴＩは、本明細書で上述された表５００に示すように
、リザーブされたＲＮＴＩ値（１６進数フォーマットのＦＦＦ４からＦＦＦＣ等）の１つ
を含み得る。或いは、ＴＤＤ－ＲＮＴＩは、表５００の値の何らかの他の範囲（０００１
～００３Ｃ等）から選択され得る。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションの誤検
出を低減するために、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドは、異なる
スケジュール（無線フレーム周期性及び／又は無線フレームに関するサブフレームオフセ
ット等）を備えて送信され得る。例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、オーバーラップされて
いないＳＩウィンドウにおいて、ＳＩメッセージが送信され得、ＳＩメッセージは、マル
チキャストブロードキャストシングル周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレーム、
及びシステム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢｌ）を搬送するサブフレーム（サブフレーム
番号（ＳＦＮ）モジュロ２＝０を備える無線フレームのサブフレーム５等）以外の任意の
ＤＬサブフレームにおいて送信され得る。適切なＳＩウィンドウ及びＳＩ周期的性を定義
することによって、ｅＮＢは、ＴＤＤ－ＲＮＴＩによって示されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再
コンフィギュレーションコマンドがＳＩ－ＲＮＴＩによって示されたＳＩメッセージと衝
突し得ないことを確実にし得る。例えば、ＳＩウィンドウ長は、｛１、２、５、１０、１
５、２０、４０｝ｍｓの範囲にあり得る。従って、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレ
ーションウィンドウ（再コンフィギュレーションウィンドウ６３０及び／又は７３０）を
、少なくとも約２０ｍｓになるように構成することによって、衝突確率が更に低減され得
る。同様のメカニズムがＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウと、ペ
ージング、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）変更等の他の制御情報変更ウィンド
ウとの間に適用され得る。
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【００６０】
　図９は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションデータ構造９００のブロック図
である。一実施形態において、ｅＮＢ（ｅＮＢ１１０等）が、１個のＰＣｅｌｌ及び最大
約４個のＳＣｅｌｌを介して、ＵＥ（ＵＥ１２０等）を受け持ち得る。ｅＮＢは、例えば
、ＰＣｅｌｌでＰＤＣＣＨ　ＣＣＳにおけるデータ構造９００を含むＤＣＩペイロードを
送ること等によって、データ構造９００を用いることによって、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションをＵＥに示し得る。データ構造９００は、ＰＣｅｌｌフィールド９
１０、ＳＣｅｌｌ　Ｉｎｄｅｘ　１フィールド９２０、ＳＣｅｌｌ　Ｉｎｄｅｘ　２フィ
ールド９３０、ＳＣｅｌｌ　Ｉｎｄｅｘ　３フィールド９４０、及びＳＣｅｌｌ　Ｉｎｄ
ｅｘ　４フィールド９５０を含み得る。ＰＣｅｌｌフィールド９１０は、コンフィギュレ
ーションインデックス（表４００のコラム４１０に示されるようなもの）を介してＰＣｅ
ｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを示し得、約３ビットの長さ（
約７個の所定のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションに対応するようなもの）を含
み得る。同様に、ＳＣｅｌｌ　Ｉｎｄｅｘ　１フィールド９２０、ＳＣｅｌｌ　Ｉｎｄｅ
ｘ　２フィールド９３０、ＳＣｅｌｌ　Ｉｎｄｅｘ　３フィールド９４０、及びＳＣｅｌ
ｌ　Ｉｎｄｅｘ　４フィールド９５０は、それぞれ、第１のＳＣｅｌｌ、第２のＳＣｅｌ
ｌ、第３のＳＣｅｌｌ、及び第４のＳＣｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュ
レーションインデックスを示し得、各コンフィギュレーションインデックスは、所定のＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの１つに対応し得る。
【００６１】
　図１０は、別のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションデータ構造１０００のブ
ロック図である。データ構造１０００は、ＵＥ（ＵＥ１２０等）にＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再
コンフィギュレーションを示すために、ｅＮＢ（ｅＮＢ１１０等）によって用いられ得る
。データ構造１０００は、データ構造９００と実質的に同様であり得る。しかしながら、
データ構造１０００は、データ構造９００における特定のＵＥに対する特定のＳＣｅｌｌ
の代わりに、ｅＮＢ（例えば、複数のサービングセルを受け持つ）によって送信される複
数のＣＣに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを示し得る。データ構造
１０００は、複数の再コンフィギュレーション（Ｒｅｃｏｎｆｉｇ）フィールド１０１０
（Ｒｅｃｏｎｆｉｇ　１～Ｎ等）を含み得る。各Ｒｅｃｏｎｆｉｇフィールド１０１０は
、コンフィギュレーションインデックス（例えば、表４００のコラム４１０に示すような
もの）を介して特定のサービングセルに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーショ
ンを示し得、約３ビットの長さを含み得る。Ｒｅｃｏｎｆｉｇフィールド１０１０の数（
Ｎ等）は、ｅＮＢによって用いられるＣＣ（又は、制御されるサービングセル）の数に従
って変動し得る。例えば、ｅＮＢは、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを示
すために、１つ又は複数のＲｅｃｏｎｆｉｇフィールド１０１０をＵＥ（例えば、コンフ
ィグレーションされるサービングセルに対応する）にアサインし得る。データ構造１００
０はパディングフィールド１０２０を更に含み得、パディングフィールド１０２０は、固
定ビット幅の、Ｎ個のＲｅｃｏｎｆｉｇフィールド１０１０全てをアサインした後、特定
のＤＣＩフォーマットサイズ（ＤＣＩフォーマット１Ａ又は１Ｃ等）に残るビットの数に
対応するパディング長を備える。
【００６２】
　図１１は、サービングセルとＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションインデック
スとの間のマッピングの表１１００である。例えば、ｅＮＢ（ｅＮＢ１１０等）が、複数
のＣＣを介して複数のＵＥ（ＵＥ１２０等）を受け持ち得る。表１１００に示すように、
ｅＮＢは、ＣＣ１を介してＰＣｅｌｌでＵＥ１を受け持ち得、そのため、ｅＮＢは、ＲＲ
Ｃシグナリングを介してＵＥ１にＲｅｃｏｎｆｉｇ　１（Ｒｅｃｏｎｆｉｇフィールド１
０１０等）をアサインし得、Ｒｅｃｏｎｆｉｇ　１を介してＣＣ１を用いてＰＣｅｌｌに
対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションをＰＤＣＣＨ　ＣＳＳ上で示し得る
。ｅＮＢは、ＣＣ１を介してＰＣｅｌｌで、及びＣＣ３を介してＳＣｅｌｌで、ＵＥ２を
受け持ち得る。従って、ｅＮＢは、ＲＲＣシグナリングを介してＲｅｃｏｎｆｉｇ　１及
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びＲｅｃｏｎｆｉｇ　３（Ｒｅｃｏｎｆｉｇフィールド１０１０等）をＵＥ２にアサイン
し得、それぞれ、Ｒｅｃｏｎｆｉｇ　１及びＲｅｃｏｎｆｉｇ　３を介してＣＣ１を用い
てＰＣｅｌｌに対し及びＣＣ３を用いてＳＣｅｌｌに対し、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフ
ィギュレーションをＰＤＣＣＨ　ＣＳＳ上で示し得る。ｅＮＢは、ＣＣ１を介してＰＣｅ
ｌｌ、ＣＣ２を介してＳＣｅｌｌ１、及びＣＣ４を介してＳＣｅｌｌ２で、ＵＥ３を受け
持ち得る。従って、ｅＮＢは、ＲＲＣシグナリングを介してＲｅｃｏｎｆｉｇ　１、２、
及び４をＵＥ３にアサインし得、それぞれ、Ｒｅｃｏｎｆｉｇ　１、２、及び４を介して
ＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌ１、及びＳＣｅｌｌ２に対してＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギ
ュレーションをＰＤＣＣＨ　ＣＳＳ上で示し得る。
【００６３】
　図１２は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングするた
めの方法１２００のフローチャートである。方法１２００は、ｅＮＢ１１０等のｅＮＢ、
及び／又はデバイス２００等のワイヤレス通信デバイスに対して実装され得、本明細書で
上述したような方法６００及び／又は７００と実質的に同様であり得る。方法１２００は
、所定のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション（表４００に示されるもの等）及び
１つ又は複数の所定のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウ（再コン
フィギュレーションウィンドウ６３０及び／又は７３０等）のセットで開始する。例えば
、再コンフィギュレーションウィンドウは、少なくとも１つの無線フレーム（無線フレー
ム３１０等）の時間間隔にわたり得、周期的であり得る。
【００６４】
　ステップ１２１０において、方法１２００は、第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュ
レーション（例えば、ＲＲＣシグナリングによって事前構成される）に従って動作し得る
。ステップ１２２０において、方法１２００は、ＵＬ／ＤＬトラフィックパターンにおけ
る変化を監視（幾つかの静的ＵＬ／ＤＬパケット測定値を追跡する等）し得る。ステップ
１２３０において、方法１２００は、ＵＬ／ＤＬ割当を再コンフィギュレーションするか
否かを判定し得る。例えば、方法１２００は、ステップ１２３０において、ＵＬ／ＤＬト
ラフィックパターンがかなりの量変化した場合にＵＬ／ＤＬ割当を再コンフィギュレーシ
ョンすることを判定し得、ＵＬ／ＤＬ再－割当はシステム容量を増大し得る。方法１２０
０がＵＬ／ＤＬ割当を再コンフィギュレーションすることを判定した場合、方法１２００
は、ステップ１２４０に進み得る。そうでない場合、方法１２００はステップ１２２０に
戻り得る。ステップ１２４０において、方法１２００は、ＵＬ／ＤＬトラフィックパター
ン（最近のもの等）に従って所定のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションのセット
から第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを選択し得る。
【００６５】
　ステップ１２５０において、方法１２００は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレー
ションコマンドを含むＤＣＩメッセージを生成し得る。例えば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションコマンドは、第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを
提供し得る。方法１３００、１４００、１５００、及び／又は１６００が、下記に詳述す
るＤＣＩメッセージを生成するための種々のメカニズムを説明し得る。ＤＣＩメッセージ
を生成した後、ステップ１２６０において、方法１２００は、所定の再コンフィギュレー
ションウィンドウにおいて、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを含
むＤＣＩメッセージを送信し得る。
【００６６】
　ステップ１２７０において、方法１２００は、次のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュ
レーションウィンドウの開始又は境界において、第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュ
レーションを適用し得、境界は無線フレームの開始に対応し得る。方法１２００は、ＵＥ
におけるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドの受信信頼性を改善する
ために、方法８００に示されるように、ステップ１２６０において、（例えば、何らかの
所定の通知周期性に従って）ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドの送
信を再コンフィギュレーションウィンドウ内で反復し得る。
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【００６７】
　図１３は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングするた
めの別の方法１３００のフローチャートである。方法１３００は、ｅＮＢ１１０等のｅＮ
Ｂ、及び／又はデバイス２００等のワイヤレス通信デバイスに対して実装され得る。ｅＮ
Ｂが、ＣＡを用いる又は用いないＵＥを受け持つとき、ＰＣｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ再コンフィギュレーションをＵＥ（ＵＥ１２０等）にシグナリングするために、方
法１３００を用い得る。方法１３００は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション
を判定し、次のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウに対するＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを選択した後に開始し得る。
【００６８】
　ステップ１３１０において、方法１３００は、選択されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィ
ギュレーションを含むＤＣＩメッセージを生成し得る。例えば、方法１３００は、選択さ
れたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション（表４００のコラム４１０に示されるよ
うなコンフィギュレーションインデックスを表す３ビットフィールド等）を、所定のＤＣ
Ｉフォーマット（ＤＣＩフォーマット１Ｃ等）のペイロードサイズにマッチングするペイ
ロードサイズを備えるＤＣＩメッセージに符号化し得る。選択されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーションをＤＣＩメッセージに符号化した後、方法１３００は、ＤＣＩメ
ッセージに対するＣＲＣを生成し得、ＣＲＣをＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーショ
ン特定ＲＮＴＩ（ＴＤＤ－ＲＮＴＩ等）値を用いてスクランブルし得、スクランブルされ
たＣＲＣをＤＣＩメッセージに付け加え得る。
【００６９】
　ＤＣＩメッセージを生成した後、方法１３００は、ステップ１３２０において、ＰＣｅ
ｌｌのＰＤＣＣＨの共通制御部分（ＣＣＳ等）においてＤＣＩメッセージを送り得る。Ｐ
ＤＣＣＨの共通制御部分は、全てのＵＥに共通の物理層制御を搬送し得、共通制御の各タ
イプは、一意のＲＮＴＩ値によって差別化され得る。
【００７０】
　図１４は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングするた
めの別の方法１４００のフローチャートである。方法１４００は、ｅＮＢ１１０等のｅＮ
Ｂ、及び／又はデバイス２００等のワイヤレス通信デバイスに対して実装され得る。方法
１４００は、第１のＣＣで受け持たれるＰＣｅｌｌ及び第２のＣＣで受け持たれるＳＣｅ
ｌｌ等、複数のサービングセルでＵＥを受け持つとき、複数のサービングセルに対するＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションをＵＥ（ＵＥ１２０等）にシグナリングする
ために用いられ得る。方法１４００は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを
判定し、次のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウのための各サービ
ングセルに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを選択した後、開始し得る
。
【００７１】
　ステップ１４１０において、方法１４００は、ＰＣｅｌｌに対する第１のＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ再コンフィギュレーションスケジュール、及びＳＣｅｌｌに対する第２のＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションスケジュールを判定し得る。例えば、第１の再コン
フィギュレーションスケジュール及び第２の再コンフィギュレーションスケジュールは、
異なる周期性、無線フレームの開始に関する異なるサブフレームオフセット、又はそれら
の組み合わせを含み得る。
【００７２】
　ステップ１４２０において、方法１４００は、ＰＣｅｌｌに対する選択されたＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを含む第１のＤＣＩメッセージを生成し得る。ステッ
プ１４３０において、方法１４００は、ＳＣｅｌｌに対する選択されたＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌコンフィギュレーションを含む第２のＤＣＩメッセージを生成し得る。例えば、方法１
４００は、第１のＤＣＩメッセージ及び第２のＤＣＩメッセージを生成するために、ステ
ップ１３１０におけるものと実質的に同様のメカニズムを用い得る。
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【００７３】
　ステップ１４４０において、方法１４００は、第１のスケジュールに従って、ＰＣｅｌ
ｌのＰＤＣＣＨの共通制御部分又はＣＣＳにおいて第１のＤＣＩメッセージを送信し得る
。ステップ１４５０において、方法１４００は、第２のスケジュールに従って、ＰＣｅｌ
ｌのＰＤＣＣＨの共通制御部分において第２のＤＣＩメッセージを送信し得る。例えば、
各サービングセルに対して異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションスケジュ
ールを用いること、及び対応するスケジュールに従って対応するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコン
フィギュレーションを含むＤＣＩメッセージを送信すること等により、方法１４００は、
１つ又は複数のＳＣｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的
にシグナリングするために適切であり得る。
【００７４】
　図１５は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングするた
めの別の方法１５００のフローチャートである。方法１５００は、ｅＮＢ１１０等のｅＮ
Ｂ、及び／又はデバイス２００等のワイヤレス通信デバイスに対して実装され得る。方法
１５００は、例えば、第１のＣＣで受け持たれるＰＣｅｌｌ及び第２のＣＣで受け持たれ
るＳＣｅｌｌ等、複数のサービングセルでＵＥを受け持つとき、複数のサービングセルに
対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションをＵＥ（ＵＥ１２０等）にシグナリ
ングするために用いられ得る。方法１５００はクロススケジューリング方法と称され得、
クロススケジューリング方法では、全てのサービングセルに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再
コンフィギュレーションがＰＣｅｌｌで送信され得る。方法１５００はまた、ｅＮＢによ
って制御される複数のサービングセルにＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを
シグナリングするために用いられ得る。ここで、ｅＮＢに接続される２つ又はそれ以上の
ＵＥに対して複数のサービングセルのサブセットが構成され得る。方法１５００は、ＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを判定し、次のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィ
ギュレーションウィンドウのための各サービングセルに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフ
ィギュレーションを選択した後、開始し得る。
【００７５】
　ステップ１５１０において、方法１５００は、ｅＮＢによって制御される複数のサービ
ングセルに対する選択されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを含むＤＣＩメ
ッセージを生成し得る。方法１５００は、ＤＣＩメッセージを生成するために、方法１３
００のステップ１３１０におけるものと実質的に同様のメカニズムを用い得るが、複数の
サービングセルに対する選択されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションインデッ
クスを単一のＤＣＩメッセージに符号化し得る。例えば、方法１５００は、選択されたＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを、ＤＣＩフォーマット１Ｃ又は１Ａと同じペ
イロードサイズを備えるＤＣＩメッセージに符号化し得る。その場合、ＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌコンフィギュレーションの各々は、３ビットフィールド（表４００のコラム４１０に示
されるコンフィギュレーションインデックス等）によって表わされ得る。ＤＣＩメッセー
ジを生成した後、方法１５００は、ＤＣＩメッセージに対するＣＲＣを生成し得、ＣＲＣ
をＴＤＤ－ＲＮＴＩ値でスクランブルし得、スクランブルされたＣＲＣをＤＣＩメッセー
ジに付け加え得る。ＤＣＩメッセージは、データ構造９００（ＵＥのサービングセルイン
デックスに従ってコンフィギュレーションを参照すること等）又は１０００（ｅＮＢによ
って制御されるＣＣ又はサービングセルインデックスに従ってコンフィギュレーションを
参照すること等）と実質的に同様のデータ構造を含み得る。
【００７６】
　ステップ１５２０において、ＤＣＩメッセージを生成した後、方法１５００は、ＰＣｅ
ｌｌのＰＤＣＣＨの共通制御部分（ＣＣＳ等）においてＤＣＩメッセージを送信し得る。
ＰＤＣＣＨの共通制御部分は、全てのＵＥに共通の物理層制御を搬送し得、共通制御の各
タイプは、一意のＲＮＴＩ値によって差別化され得る。
【００７７】
　図１６は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的にシグナリングするた
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めの別の方法１６００のフローチャートである。方法１６００は、ｅＮＢ１１０等のｅＮ
Ｂ、及び／又はデバイス２００等のワイヤレス通信デバイスに対して実装され得る。方法
１６００は、第１のＣＣで受け持たれるＰＣｅｌｌ及び第２のＣＣで受け持たれるＳＣｅ
ｌｌ等、複数のサービングセルでＵＥを受け持つとき、複数のサービングセルに対するＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションをＵＥ（ＵＥ１２０等）にシグナリングする
ために用いられ得る。方法１６００はハイブリッドシグナリング方法と称され得、この方
法において、ＰＣｅｌｌ　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションが、共通物理層
シグナリングを介してＰＣｅｌｌで送られ得、ＳＣｅｌｌ　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフ
ィギュレーションが、専用物理層シグナリングを介してＳＣｅｌｌで送られ得る。方法１
６００は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを判定し、次のＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウのための各サービングセルに対するＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬコンフィギュレーションを選択した後に、開始し得る。
【００７８】
　ステップ１６１０において、方法１６００は、ＰＣｅｌｌに対する選択されたＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを含む第１のＤＣＩメッセージを生成し得る。例えば
、方法１６００は、第１のＤＣＩメッセージを生成するために、方法１３００のステップ
１３１０におけるものと実質的に同様のメカニズムを用い得る。その場合、ＴＤＤ－ＲＮ
ＴＩがＣＲＣスクランブルのために用いられ得、ＤＣＩフォーマット１Ａ又は１ＣがＤＣ
Ｉ符号化のために用いられ得る。
【００７９】
　ステップ１６２０において、方法１６００は、ＳＣｅｌｌに対する選択されたＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを含む第２のＤＣＩメッセージを生成し得る。例えば
、方法１６００は、第２のＤＣＩメッセージを生成するために、方法１３００のステップ
１３１０におけるものと実質的に同様のメカニズムを用い得るが、ＣＲＣスクランブルの
ためにＵＥ特定ＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ等）を、及びＤＣＩ符号化のためにＤＣＩフォー
マット１Ａ又は２Ｄを用い得る。
【００８０】
　ステップ１６３０において、方法１６００は、ＰＣｅｌｌのＰＤＣＣＨの共通制御部分
（ＣＳＳ等）において第１のＤＣＩメッセージを送信し得る。ステップ１６４０において
、方法１６００は、ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨのＵＥ特定制御部分（ＵＥＳＳ等）において
第２のＤＣＩメッセージを送信し得る。或いは、方法１６００は、ＰＣｅｌｌのＰＤＣＣ
ＨのＵＥ特定制御部分において第２のＤＣＩメッセージを送信し得る。ＰＣｅｌｌ及びＳ
Ｃｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションスケジュールは、同じで
あってもよく、同じでなくてもよい。
【００８１】
　図１７は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションを動的に検出するための方法
１７００のフローチャートである。方法１７００は、ＵＥ１２０等のＵＥ、及び／又はデ
バイス２００等のワイヤレス通信デバイスに対して実装され得、本明細書に上述したよう
な方法６００及び／又は７００と実質的に同様であり得る。方法１７００は、初期化フェ
ーズの間ＲＲＣシグナリングを介してｅＮＢ（ｅＮＢ１１０等）から受信したもの等のコ
ンフィギュレーションパラメータのセットで開始し得る。コンフィギュレーションパラメ
ータのセットは、再コンフィギュレーションウィンドウ（無線フレーム及び／又は周期に
おけるサブフレームオフセット等）、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマ
ンドを搬送するＤＣＩメッセージのペイロードサイズ、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギ
ュレーションウィンドウサイズ、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション特定ＲＮ
ＴＩ、動的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションイネーブリングコマンド、及び
／又はＣＡイネーブリングコマンドを含み得る。動的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュ
レーションイネーブリングコマンドは、ＵＥに対するサービングセル毎にシグナリングさ
れ得る。
【００８２】
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　ステップ１７１０において、方法１７００は、ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコ
マンドを含む送信されるＰＤＣＣＨデータについて、ＰＤＣＣＨを監視し得る。例えば、
方法１７００は、ＰＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ　ＣＳＳを監視し得る。ＰＤＣＣＨデータを受
信すると、方法１７００は、ステップ１７２０において、受信したＰＤＣＣＨデータペイ
ロードが、コンフィグレーションされたサイズ（例えば、ＰＤＣＣＨ　ＣＳＳに対するＤ
ＣＩフォーマット１Ａ又は１Ｃに対して）にマッチングされているか否かを判定し得る。
例えば、方法１７００は、ＤＣＩフォーマット１Ａを検出するためにブラインド復号の１
つのセットを、及び（例えば、ペイロードサイズによって差別化される等）ＤＣＩフォー
マット１Ｃを検出するためにブラインド復号の別のセットを実施し得る。方法１７００が
、ＰＤＣＣＨデータペイロードサイズが、コンフィグレーションされたペイロードサイズ
（ＤＣＩフォーマット１Ａ又は１Ｃのいずれかのサイズ等）にマッチングすると判定する
と、方法１７００は、ステップ１７３０に進み得る。そうでない場合、方法１３００は、
ステップ１７１０に戻り得る。
【００８３】
　ステップ１７３０において、ＤＣＩペイロードサイズが、コンフィグレーションされた
サイズにマッチングすることを判定した後、方法１７００は、ＰＤＣＣＨデータがＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを搬送するか否かを判定し得る。例えば
、方法１７００は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーション特定ＲＮＴＩ（ＴＤＤ
－ＲＮＴＩ等）によってＰＤＣＣＨデータのＣＲＣをデスクランブルし得る。デスクラン
ブルされたＣＲＣが正しい（例えば、受信されたＰＤＣＣＨデータに対して算出されたＣ
ＲＣにマッチングする等）とき、方法１７００は、ＰＤＣＣＨデータがＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ再コンフィギュレーションコマンドを搬送すると判定し得る。ＰＤＣＣＨデータがＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを搬送するとき、方法１７００は、ス
テップ１７４０に進み得る。そうでない場合、方法１７００はステップ１７１０に戻り得
る。方法１７００は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションスケジュールに対応
するスケジュールにおいてＰＤＣＣＨデータが受信されたことを付加的にチェックし得る
。
【００８４】
　ステップ１７４０において、方法１７００は、受信されたＰＤＣＣＨデータからＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを判定し得る。受信されたＰＤＣＣＨデータは、１
つ又は複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションインデックスを含み得る。サー
ビングセルに対するＤＣＩペイロード内のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションフィール
ドの位置は、ＲＲＣシグナリングによって事前構成される。一実施形態において、受信さ
れたＰＤＣＣＨデータは、例えばＵＥがＰＣｅｌｌのみによって受け持たれているとき等
（ＣＡを用いない場合等）に、ＰＣｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレー
ション（表４００のコラム４１０に示されるもの等）を示す３ビットフィールドを含むＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを含み得る。或いは、複数の３ビッ
トフィールドが、ＰＣｅｌｌ及び１つ又は複数のＳＣｅｌｌ（ＣＡ、ハイブリッドスケジ
ューリングを用いる等）に対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを示し得る
。
【００８５】
　方法１７００はまた、ＰＤＣＣＨデータが受信されるスケジュールを判定し得る。例え
ばＰＤＣＣＨデータがＰＣｅｌｌ　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションスケジ
ュールにおいて受信されるとき等、ＰＤＣＣＨデータはＰＣｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬコンフィギュレーションを含み得る。反対に、ＰＤＣＣＨデータがＳＣｅｌｌ　Ｔ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションスケジュールにおいて受信されるとき、ＰＤ
ＣＣＨデータは対応するＳＣｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション
を含み得る。幾つかの実施形態において、ＰＣｅｌｌ　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギ
ュレーションスケジュール及びＳＣｅｌｌ　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーショ
ンスケジュールは、異なる周期性、無線フレームの開始に関する異なるサブフレームオフ
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セット、又はその組み合わせを含み得る。
【００８６】
　クロススケジューリング方式を用いるＣＡの一実施形態において、受信されたＰＤＣＣ
Ｈデータは、複数のサービングセルに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション
を含み得る。例えば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドは、各サー
ビングセルに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを示すデータ構造９００
又は１０００と実質的に同等のデータ構造を含み得る。
【００８７】
　幾つかの実施形態において、方法１７００は、再コンフィギュレーションウィンドウ（
再コンフィギュレーションウィンドウ６３０及び／又は７３０等）内で複数のＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを受信し得、それによりＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
再コンフィギュレーションコマンドの受信における信頼性を改善し得る。
【００８８】
　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドからＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフ
ィギュレーションを判定した後、ステップ１７５０において、方法１７００は、次の再コ
ンフィギュレーションウィンドウ（対応するサービングセルにおけるもの等）の開始又は
境界において、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを適用し得、境界は無線フレ
ームの開始に対応し得る。
【００８９】
　ＵＥが、ＳＣｅｌｌでｅＮＢと通信するときに方法１７００を用い得る（専用シグナリ
ング等）。しかしながら、方法１７００は、ステップ１７１０に示されるようなＰＣｅｌ
ｌのＰＤＣＣＨ　ＣＳＳの代わりに、ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ　ＵＥＳＳを監視し得、ス
テップ１７２０において示されるようなＤＣＩフォーマット１Ａ又は１Ｃの代わりに、Ｄ
ＣＩフォーマット１Ａ又は２Ｄについてチェックし得る。また、ステップ１７４０におい
て、方法１７００は、ＰＣｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの
代わりに、ＳＣｅｌｌに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを受信し得る
。
【００９０】
　従って、一実施形態において、ワイヤレス通信ネットワークにおいて動的ＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ割当変更をシグナリングする方法が、周期的ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレ
ーションウィンドウに対する時間間隔を判定することを含む。またこの方法は、動的ＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ割当変更を示すためにＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを生
成することを含む。またこの方法は、ＰＤＣＣＨデータにおいてＵＬ／ＤＬ再コンフィギ
ュレーションを符号化することを含む。また、この方法は、高速ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コ
ンフィギュレーションを提供するために、ＰＤＣＣＨを介して、ＵＬ／ＤＬ再コンフィギ
ュレーションウィンドウの第１のＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウにおい
て、複数のワイヤレスＵＥの第１のワイヤレスＵＥに、符号化されたＵＬ／ＤＬ再コンフ
ィギュレーションコマンドを送信することを含む。
【００９１】
　別の実施形態において、ワイヤレス通信ネットワークにおいて、レシーバが、周期的Ｔ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションウィンドウを含むＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コン
フィギュレーションスケジュールを受信するように構成される。レシーバは更に、ＰＤＣ
ＣＨを介してワイヤレスＢＳから複数の物理層ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセー
ジを受信するように構成される。処理リソースがレシーバに結合され、処理リソースは、
受信されたＤＣＩメッセージの第１の受信されたＤＣＩメッセージが、ＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ割当変更を示すＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーションコマンドを含むことを判定するよ
うに構成される。処理リソースは更に、次のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再コンフィギュレーショ
ンウィンドウ境界において、ＵＬ／ＤＬ割当変更を適用するように構成される。
【００９２】
　　本発明の特許請求の範囲内で、説明された実施形態に変更が成され得、また他の実施
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